
 

 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京電力の中間指針第五次追補等の請求が始

まっています。 

特に住所を変更している方や、家族構成が変わ

っている方は、下記の東京電力相談専用ダイヤ

ルへの連絡が必要になります。問い合わせてみ

てください。※東日本大震災時に浜通りと中通りに生活

の拠点があった方が対象です。 

（震災時 18 歳以下と妊娠されていた方を除く） 

マイナンバーカードは、住民票が避難元に

あっても、避難先の市町村窓口で申請が出来

ます！福島に行かなくても大丈夫です。 

①避難先市町村の窓口に居所地経由申請の手続

きに必要な書類を問い合わせる。この時、原発

特例法による避難者である事をお伝えくださ

い！ 

②避難先市町村窓口に書類を持参して申請手続

きをする。 

③居住地にて本人限定郵便で受け取る事が出来

ます。  ※繋がりにくい時間帯もあるようです

  福島県復興支援員 埼玉事務所  活動日 （火・水・木） 

   （さいたま市浦和区常盤 6-4-21 ときわ会館内）       ９：００～１７：００ 

    ＴＥＬ：０４８－８１４－１１１１ ／ 携帯：０８０－８７６４－７９２７ 

    ＦＡＸ：０４８－８１４－１１１２     E-Mail : sien.fukushima@gmail.com 

 

 

  ※ 事務所不在の場合は留守番電話にメッセージを残してください。折り返しご連絡いたします。 
         

    ※『福島県 県外避難者支援事業』は、  福島県庁 企画調整部 避難地域復興局 避難者支援課より 

一般社団法人 埼玉県労働者福祉協議会が委託を受け、実施しております。 

 

ご存じですか 

地域包括支援センターはご存じですか

か？ 

（公的な総合相談窓口です） 

※専門的知識を持ったスタッフが皆さんの相談



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

震災後 12 年の間に大切な人

を亡くし、哀しみの中、それ

でも日々奮闘している方 

「息子とボランティアに

参加してきました」と子

育てに奮闘中のお父さん

より 

「先祖代々の田畑を荒ら

すのは申し訳ないと、埼

玉から南相馬市に通いな

がらバラを 3000 本植え

ました！」とご夫婦より 

「家屋の解体はしたが、

宅地と農地が残存してい

て気がかりの種です」と

南相馬市の方より 

「避難当初は自分の居場

所が無く苦しみました

が、色々な方のお陰で埼

玉での生活をする事がで

きました」と楢葉町の方

より 

「残りの人生は、前向き

に明るく幸せな生活を送れ

るよう、頑張って一日一日

を大切に過ごします」と大

熊町の方より 

「長く暮らした小高の自宅

は懐かしい場所になってし

まった…」と南相馬市の方

より 

「96 歳になりまし

た、まだ自分の事は

頑張っています」と

南相馬市の方から 

その他にも、誰に相談したら良いかな？と思う困り事が

復興支援員：佐藤・冨永・野﨑



 

ありがとうございました。

 

 


